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　施策体系

基本理
すべての子どもの幸せを

ともに 守り育てるまち かしわ

施策展開の方向1
親子が社会へつながる一歩を踏み出せる

環境をつくる

施策1-(1) 子育ち・親育ちの環境づくり

施策1-(2) 情報提供・相談体制の充実

施策展開の方向２
子どもを多くの目と手で育てる支援体制

や地域環境をつくる

施策２-(1) 子育て支援ネットワーク活動の

支援

施策２-(2) 教育・保育の計画的整備・提供

施策２-(3) 教育・保育の質の確保・向上

施策展開の方向３

一人ひとりが大切に育てられるよう，

きめ細かい支援を行う

施策３-(1) 児童虐待の防止

施策３-(2) 障害のある子どもへの支援

施策３-(3) ひとり親家庭の自立支援

施策３-(4) さまざまな環境にある子どもへの
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第二期柏市子ども・子育て支援事業計画

（ 計画期間 令和２年度 ～ 令和６年度 ）

施策展開の進行管理報告書
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[地域子育て支援拠点事業]

子育て支援課 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値 ２２か所 ２３か所 ２３か所 ２３か所 ２３か所

実績値 ２２か所 ２２か所 ２１か所

[拠点職員対象の合同研修会]

子育て支援課 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値 開催 開催 開催 開催 開催

実績値 開催 開催 開催

〈取り組みの内容（補足説明等を含む）〉

施策展開の方向１

1-(1) 子育ち・親育ちの環境づくり

　子ども同士が育ち合い、保護者も共に支え合う仲間を作ったり学び合ったり

できる場、また時には親子でほっとひと息つける場を充実させます。また、ま

ちへ踏み出す親子を温かく迎え入れる環境づくりを進めます。

■次年度の方向性

■課題

■子ども・子育て会議での意見

〇地域子育て支援拠点事業

・はぐはぐひろば２か所，保育園併設型子育て支援センター１５か所，児童センター４か所となっており，

公立保育園併設の１か所を，付近に所在する遊戯室と統合したため，前年度より１か所減となった。

・新型コロナウイルス感染防止のため，予約制や人数制限を行って事業を実施したが，はぐはぐひろばは

2か所あわせて月平均2,600人程度の利用があり，コロナ禍でも需要は高かった。

〇拠点職員対象の合同研修会

・はぐはぐひろば・子育て支援センター・児童センターの職員を対象に，令和5年2月に「発達障がいの子

どもをもつ保護者とのコミュニケーション」をテーマに実施。研修会には54名が参加した。

出産・子育てをコロナ禍でスタートした利用者が多く，コロナ禍以前と抱える問題が変わってきてい

るため，その変化に対応した事業の実施や，職員のスキルの向上を検討していく必要がある。

また，感染防止に留意しつつ，特に保育園併設の子育て支援センターの広報等を重点的に行い，はぐは

ぐひろばだけではなく各地域に支援センターが所在することを周知していく。

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行されたことを受け，予約制・人数制限を終了

し，子育て支援拠点をいつでも利用できる状況とする。また，青少年センターの閉鎖に伴い，令和5年10

月以降はぐはぐひろば若柴の機能移転を予定しているため，青少年センター跡地に（仮称）子ども・若者

総合支援センターが完成するまでの間，柏の葉・十余二付近の子育て世帯を出張ひろばなどを実施するこ

とにより支援していく。また子育て支援アドバイザーの養成と既存スタッフのスキルアップを図るため，

現任者用フォローアップ研修及び子育て支援員研修を実施する。
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保育運営課
（特定型）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所

実績値 １か所 １か所 １か所

子育て支援課
（基本型）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値 ２か所 ２か所 ３か所 ３か所 ３か所

実績値 ２か所 ２か所 ２か所

地域保健課
（母子保健型）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所

実績値 ４か所 ４か所 ４か所

[乳児家庭全戸訪問事業]

地域保健課 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値 ３，１０８人 ３，１０３人 ３，０９６人 ３，０８０人 ３，０７２人

実績値 ３，１６４人 ３，０１６人 ２，９２７人

　子育てに関する情報が、子育て家庭や子どもに関わりや関心のある方など広

く市民に伝わる情報提供体制をつくります。また、子育てについて相談しやす

い体制を充実させます。

施策展開の方向１

1-(2) 情報提供・相談体制の充実

[利用者支援事業事業]

※特定型（保育アシストデスク・アシストコール）・基本型（子育て支援アドバイザー)・母子保健型（妊娠子
育て相談センター）

■課題

〈取り組みの内容（補足説明等を含む）〉

〇利用者支援事業

【特定型】

保育アシストデスク（窓口相談）・保育アシストコール（電話相談）を保育運営課内に設置。認可保育

園等の入園申込みや支給認定に関すること，保育園の空き状況について，保育士資格を持つ相談員が情報

提供を行う。また，その他の保育サービスの案内，関係機関への橋渡しも行う。

令和2年度の窓口相談は4,194件電話相談は896件。令和3年度の窓口相談は4,427件電話相談は998件。

令和４年度の窓口相談は4,261件電話相談は924件であった。

【基本型】

はぐはぐひろば沼南・はぐはぐひろば若柴の2か所に子育て支援アドバイザーを配置して事業を実施。

庁内の複数部署とも連携し，年間1,373件の相談を受けた。また，ひろばに出向くことができない方に向

けて，市内6か所で出張相談を実施した。

【母子保健型】

母子健康手帳交付時の専門職による全数面接・妊娠期から子育て期にわたるまでの総合相談支援を実施。

妊娠子育て相談センター従事者に対して，研修会や従事者カンファレンスを実施し，課題等の共有や支援

等の習得の場としている。

〇乳児家庭全戸訪問事業

新生児期および４か月児までの乳児家庭に全数訪問し，子育ての孤立化を防ぎ，必要な家庭に適切な

サービスを提供する。訪問指導員が把握した要支援者へ，早期に支援開始できるよう地域担当や他事業に

引き継ぎ調整を図っている。
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一部順序逆⇒タッチの紹介がくるように

■課題

■次年度の方向性

■子ども・子育て会議での意見

〇利用者支援事業

【特定型】

保育ニーズが増加，外国籍の方の相談も増えており，きめ細やかな対応が難しくなっている。

【基本型】

子育て支援アドバイザーへの相談は１か月あたり100件余りあり，ニーズはとても高いことが分かる。一

方で子育て支援アドバイザーの配置場所が限られているため，電話相談・オンライン相談を周知するととも

に，出張相談などを含めた事業の更なる充実を検討し，円滑な情報提供や相談につなげる必要がある。

【母子保健型】

要支援者の早期把握，妊娠子育て相談センター従事者確保や人材育成，関係機関との連携体制の整備をす

る。

〇乳児家庭全戸訪問事業

要支援者の早期発見・早期支援のため，地域担当や他事業との引継ぎの体制整備が必要。

〇利用者支援事業

【特定型】

保育ニーズが増加しているおり，市民サービスのため今後も相談窓口・電話相談を継続する。

【基本型】

はぐはぐひろばにおける対面相談以外の，出張相談などをさらに充実させ，より多くの相談の対応が

できるよう体制を整えていく。

【母子保健型】

妊娠届出時の専門職による全数面接の継続及び支援プラン・子育てガイドの活用。関係機関との連携

を通じた多様な対象者へのきめ細やかな支援体制を整備する。

令和６年４月柏駅前妊娠子育て相談センターを子育て支援複合施設に移転し，子育て支援との一体的

な運営を行い，妊娠届出の受理及び個別相談支援体制の向上に向けた準備を行う。

〇乳児家庭全戸訪問事業

令和5年２月より開始した出産子育て応援給付金との連動及び伴走型相談支援の充実を図る。
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[支援団体（支援者）のネットワーク活動支援]

子育て支援課 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値
関係者との意見交

換

実績値
関係機関会議・

フォーラムの開催

関係機関会議・

フォーラムの開催

関係機関会議・

フォーラムの開催

[支援団体（支援者）の育成]

子育て支援課 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値

実績値

子育て情報誌

「touch」作成

子育てに関するス

キルアップ講座の

実施

子育て情報誌

「touch」作成

子育てに関するス

キルアップ講座の

実施

子育て情報誌

「touch」作成

子育てに関するス

キルアップ講座の

実施

情報誌等を通じたネットワーク事業

子育て支援団体（支援者）への情報提供

施策展開の方向２

2-(1) 子育ての支援ネットワーク活動の支援

　地域の子育てについて話したり、一緒に活動したり、互いに支援したりでき

るような支援団体（支援者）のネットワークが、柏市における子ども・子育て

支援全体を支えます。

ネットワーク会議・子育て応援フォーラムの開催

■課題

■次年度の方向性

〈取り組みの内容（補足説明等を含む）

■子ども・子育て会議での意見

〇支援団体（支援者）のネットワーク活動支援・フォーラムの開催

公募により集まった市民実行委員により，令和5年1月に「はぐはぐフォーラム2023」を予約制の対

面イベントとオンライン併用イベント，父親支援をテーマとした座談会，フォーラム月間イベント，あ

わせて1,233名が参加した。

〇支援団体（支援者）の育成

市民公募により集まった情報誌作成委員21名により，子育て応援情報誌（touch）を12,000部作成し

た。

コロナ禍での実施方法とは異なった，大規模な対面方式での実施が可能となったため，実行委員のメ

ンバーが変わっても継続して行えるように，ノウハウを蓄積しながら実施する必要がある。

フォーラムについては，コロナ禍で培ったオンライン開催の手法を取り入れつつ，対面方式を中心に

実施していく。また，事業の実施について，中間団体への委託を検討していく。
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[教育・保育施設及び地域型保育事業の計画的な整備]

保育運営課 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値 ９，７０８人 １０，２１４人 １０，７５８人 １１，６４３人 １１，８４７人

実績値 ９，５５１人 １０，４６７人 １０，８８８人

[放課後児童（主に小学生）の居場所の確保］（こどもルーム）

学童保育課 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値 ３，７５０人 ３，９８０人 ４，２３０人 ４，４４０人 ４，６７０人

実績値 ３，７１８人 ３，７７５人 ３，８７９人

施策展開の方向２

2-(2) 教育・保育の計画的整備・提供

　乳幼児期の教育・保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培うものです。乳

幼児期の子どもの誰もが教育・保育を受けられるよう、教育・保育施設や地域

型保育事業を計画的に整備し、幼児教育・保育の無償化を実施します。また、

こどもルームについては、小学生の安全・安心な放課後の居場所として保育室

の整備を進めます。

■課題

■次年度の方向性

〈取り組みの内容（補足説明等を含む）〉

■子ども・子育て会議での意見

○教育・保育施設及び地域型保育事業の計画的な整備

主に公募により保育所等整備・運営事業者を選定し，計画的な整備を行っており，今後も継続していく。

新規整備7園（私立認可保育所3園，既存幼稚園の幼保連携型認定こども園への移行1園，小規模保育事

業A型3園）等により，令和3年度実績値10,467人に対し，421人増加している。

○放課後児童（主に小学生）の居場所の確保

実績値は，5月1日現在のこどもルーム入所児童数。令和４年度から新たに６保育室を新設し，４室の余

裕教室の活用を開始し，ルームごとの利用児童数増加に対応した。

○教育・保育施設及び地域型保育事業の計画的な整備

保育所等の整備が可能な土地及び建物並びに事業者の確保が難しくなっていることが課題である。

○放課後児童（主に小学生）の居場所の確保

学童保育の需要が増加していくことが見込まれることから，小学校児童数の推計やこどもルーム入所

率の推移を見ながら，児童の受け入れに向けて必要な整備を計画的に行っていく必要がある。

○教育・保育施設及び地域型保育事業の計画的な整備

現在もなお保育需要が増加しているが，近い将来少子化によって保育需要の減少が見込まれており，次

年度は，歳児及び地域の状況を細やかに分析して，整備を進めていく必要がある。

○放課後児童（主に小学生）の居場所の確保

学童保育の需要増加に併せ，必要な新規整備，余裕教室の借用を行っていく。
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[幼稚園教諭・保育士等の質の向上等]

保育運営課 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値 6回 8回 ８回 8回 ８回

実績値 2回 2回 4回

[幼稚園教諭・保育士等の確保]

保育運営課 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値 2回 2回 2回 2回 2回

実績値 1回 １回 2回

[こどもルームの保育環境向上]

学童保育課 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値 ４２ルーム ４２ルーム ４２ルーム ４２ルーム ４２ルーム

実績値 ４２ルーム ４２ルーム ４２ルーム

　乳幼児期の教育・保育は子どもの健やかな成長にとって重要なものであるこ

とから、質の確保・向上に向けた取り組みを推進します。また、こどもルーム

についても児童が安全・安心に過ごせるよう、保育環境の向上を進めます。

施策展開の方向２

2-(3) 教育・保育の質の確保・向上

■課題

〈取り組みの内容（補足説明等を含む）〉

〇幼稚園教諭・保育士等の質の向上等

令和4年度においては，子育て支援員研修の他に新たに若手職員を対象としたネイチャーゲーム研修を実

施する等，保育士等の資質の向上につなげる環境を整えた。

〇幼稚園教諭・保育士等の確保

令和3年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により1回開催となったが，令和4年度は例年通り2回

開催できた。私立園の増加により，参加園は年々増加しており，さらなる集客向上が求められている。ま

た，さまざまな自治体，団体で類似する就職説明会を実施していることから，集客や採用につなげるため

にも，他の説明会と差別化した特色あるものとなるよう内容も検討していく。【令和3年度夏開催】参加園

79園，来場者数92名 【令和4年度夏開催】参加園87園，来場者数106名

○こどもルームの保育環境向上

施設面では，備品購入，工事・修繕を行っており，令和３年度より順次，空調設備の改修，外壁・屋根

及び内装改修を計画的に取り組んでいる。運営面では，指導員を対象とした内部研修（リーダー研修他計

55回，延べ1,514人参加）及び外部研修（放課後児童支援員認定資格研修他計11回，延べ21人参加）を実

施（受講）した。

また，全42ルームを対象に，年に1回運営状況の点検（運営点検）を実施した。こどもルームの現状を

把握し，課題や問題点を洗い出し，改善につなげることにより，保育の質の向上に努めている。
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一部順序逆⇒タッチの紹介がくるように

■課題

■次年度の方向性

■子ども・子育て会議での意見

〇幼稚園教諭・保育士等の質の向上等

保育士資格取得者だけでなく，保育職員や保育補助員が増えてきている中で，それぞれの職種のスキル

をどのように上げ，保育に活かしていくかが課題である。

〇幼稚園教諭・保育士等の確保

大都市圏を中心に保育士確保が難しい状況のなか，本市においても，整備した私立園の増加のほか，保

育ニーズの多様化によって，保育士確保の必要性が一層増している。

○こどもルームの保育環境向上

施設面では，老朽化等の状況に応じた計画的な保全及び緊急の工事や修繕に対応可能な予算の確保や施

工時の各学校との円滑な調整を進める必要がある。運営面では，時勢に合った研修内容の検討や任意と

なっている外部研修の受講促進を進める必要がある。

〇幼稚園教諭・保育士等の質の向上等

既に実施している若手職員や子育て支援員対象の研修は引き続き実施し，中堅職員対象の研修の実

施を検討する等，職層別の研修をさらに充実させる。

〇幼稚園教諭・保育士等の確保

集客や採用につなげるためにも，SNSを積極的に活用する等周知方法を工夫し，他の説明会と差別

化を検討する。

○こどもルームの保育環境向上

施設面では，計画的な改修を推進しながら，必要な備品の購入や緊急事案へ対応していく。運営面

では，適宜，内部研修の内容を更新しながら引き続き実施し，外部研修は指導員への周知を強化し，

受講を推進していく。
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[一時預かり事業]
子育て支援
課・保育運営

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値

１５７，０３９人日

/年

（幼稚園型）

１４，４００人

（幼稚園型を除

く）

１５６，４２２人日

/年

（幼稚園型）

１５，５０６人

（幼稚園型を除

く）

１５５，５１７人日

/年

 （幼稚園型）

１６，６２５人

（幼稚園型を除

く）

１５６，１９２人日

/年

（幼稚園型）

１７，７０９人

（幼稚園型を除

く）

１５６，２２０人日

/年

（幼稚園型）

１８８，８０８人

（幼稚園型を除

く）

実績値

４２，６２１人日/年

（幼稚園型）

７，６３６人

（幼稚園型を除

く）

４７，５０８人日/

年

（幼稚園型）

７，７０１人

（幼稚園型を除

く）

４７，６４０人日/

年

（幼稚園型）

７，３２１人

（幼稚園型を除

く）

[ファミリー・サポート・センター事業] （就学前児童・就学後児童対象）

子育て支援課 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値 １２，６６４人日/年 １２，６３９人日/年 １２，５９３人日/年 １２，６０６人日/年 １２，５９１人日/年

実績値 ５，９３７人日/年 ６，９１４人日/年 ７，１５４人日/年

[子育て短期支援事業]（宿泊を伴うもの・宿泊を伴わないもの）

こども支援室 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値 ７２３人日/年 ７２１人日/年 ７１９人日/年 ７２０人日/年 ７１９人日/年

実績値 ７６９人日/年 ９５１人日/年 ８３３人日/年

[病児保育事業]（病児対応型）

保育運営課 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値
１，４５０人日/年

（２か所）

１，７４０人日/年

（２か所）

１，７４０人日/年

（２か所）

１，７４０人日/年

（２か所）

２，６１０人日/年

（３か所）

実績値
１５人日/年

（２か所）

３５人日/年

（２か所）

５８人日/年

（２か所）

施策展開の方向２

2-(4) 子育て家庭の負担へのサポート

　子育て家庭が安心して子育てにあたり、一人ひとりの子どもが健やかに育つ

ことができるよう、家庭における様々な子育ての負担や不安、孤立感を和らげ

るための支援を、地域・社会で行います。

〈取り組みの内容（補足説明等を含む〉）
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■課題

〈取り組みの内容（補足説明等を含む〉）

〇一時預かり事業

【公立】

公立６園で実施。保育園・幼稚園等の籍のないお子さんを対象に，保護者の就労や就学，疾病登及び私的

な理由により保育園でお子さんを一時にお預かりする。里帰り出産や保護者の病気・入院等の緊急時にも

対応する。

【私立】

新規の保育施設整備に合わせて，実施可能な事業者においては，新規に事業を開始する予定。

【はぐはぐポケット中央】

預かりの理由を問わず，1時間から利用できる乳幼児一時預かり事業を実施。コロナ禍のため，預かり人

数を減らし，預かり時間に制限を設けながら実施したが，1,343人の利用があった。

〇ファミリー・サポート・センター事業

・援助件数は前年度から微増だが，会員数は令和3年度末2,534人から令和4年度末2,666人と増加してお

り，援助の需要は見込まれる。

〇子育て短期支援事業

施設とは，利用に関する調整を日常的に行っており，関係自治体を含めて事業実施状況や今後の実施体

制について共通認識を図るための会議を実施している。

保護者の疾病，出産，仕事，育児疲れなどの理由で一時的に子どもを見ることができない場合，児童養

護施設（松戸市）で短期間の子どもの預かりを行う。

〇病児保育事業

新型コロナウイルスのまん延防止のため，症状の類似している疾患については受入れを制限し，主治医が

利用可能と認めた場合の利用としている。

〇一時預かり事業

【公立】

公立６園で実施。保育園・幼稚園等の籍のないお子さんを対象に，保護者の就労や就学，疾病登及び私

的な理由により保育園でお子さんを一時にお預かりする。里帰り出産や保護者の病気・入院等の緊急時に

も対応する。

【私立】

令和４年度の私立園の状況については，一般型は１２施設，幼稚園型は１６施設において事業を実施し

た。課題としては，人材不足のため，事業を休止する施設がある。

【はぐはぐポケット中央】

コロナ禍ではリフレッシュのための預かりを控える傾向もあり，利用しやすい状況になかったことがう

かがえるため，預かり人数や時間の制限をコロナ以前に戻し，多様な利用形態に対応できる状況を作る必

要がある。

〇ファミリー・サポート・センター事業

ファミリー・サポート・センター事業も援助の希望に応えられるよう，協力会員の獲得等に努める必要が

ある。

〇子育て短期支援事業

本事業を行う施設は本市，松戸市も含めた東葛６市が共同で利用するため，他市との兼ね合いで実際に利

用したい時でも利用枠が埋まっていて利用できない場合がある。利用枠を確保するために，受け入れ定員

についての検討が必要である。

〇病児保育事業

新型コロナウイルスの影響により，利用者が減少している。５類感染症への移行に伴い，運用を見直すと

ともに，保護者の働き方の変化や今後の利用状況を踏まえて，事業展開を検討する必要がある。
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■次年度の方向性

■子ども・子育て会議での意見

〇一時預かり事業

【公立】

公立６園で実施。保育園・幼稚園等の籍のないお子さんを対象に，保護者の就労や就学，疾病登及び私的

な理由により保育園でお子さんを一時にお預かりする。里帰り出産や保護者の病気・入院等の緊急時にも対

応する.

【私立】

人材不足で事業を休止する現状があるが，利用者からの希望は多く，実施可能な事業者においては，協力

を仰いでいく。

【はぐはぐポケット中央 】

HP等にとどまらず，乳幼児健診や赤ちゃん訪問等，乳幼児親子と直接対面する機会を利用して周知を行

う。

〇ファミリー・サポート・センター事業

ファミリー・サポート・センター事業は，協力会員がはぐはぐひろば沼南で援助を行う一時預かり「ぞう

さんルーム」の充実を図り，市民同士の支え合い活動が行いやすい環境を目指す。

〇子育て短期支援事業

受け入れ施設における利用枠について関係市及び児童養護施設と協議していく他，他施設の利用の可能性

なども含め様々な方法を検討する。

〇病児保育事業

５類移行後の受入れ体制として利用制限を見直すとともに，利用状況を踏まえながら今後の体制整備を検討

する。
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[計画の推進・啓発イベント等]
共生・交流推
進センター

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値 開催 開催 開催 開催 開催

実績値 開催 開催 開催

施策展開の方向２

2-(5) ワーク・ライフ・バランスの推進

　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現に向けて、職業生活

と家庭生活の両立に対する理解と協力を得るための啓発活動や各種制度の周知

等を進めます。

■課題

■次年度の方向性

〈取り組みの内容（補足説明等を含む）〉

■子ども・子育て会議での意見

庁内，民間事業所両方に向け，男女共同参画の視点からの平等な労働環境整備の促進や，男性の育児

休暇取得の促進，ワーク・ライフ・バランスの促進が必要。また，講座開催時は，より一層幅広い世代

への啓発を行うには介護サービスつきの講座の実施も考えられるが，現状困難であるため，オンライン

等の実施方法の検討が必要。

従来の方法とは違ったワーク・ライフ・バランスの啓発・企業表彰について，商工会議所などと連

携しながら，施策を検討する。また，大学と連携をするなど，若年世代への啓発にも取り組む。

コロナウイルス状況下で明るみになった女性や若者の生きづらさを取り上げた講座や，ワーク・ライ

フ・バランスに関する女性の再就職応援講座等を開催し，オンライン受講可能や保育ありの

講座としたことで，誰もが参加しやすい環境づくりに取り組んだ。受講者からは，自身を振
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[児童相談所の設置]

こども支援室 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値 基本計画 整備計画 工事

実績値 基本計画 整備計画 実施設計

[養育支援訪問事業]

こども支援室 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値 ４４７人日/年 ４６０人日/年 ４７４人日/年 ４８８人日/年 ５０３人日/年

実績値 ３７４人日/年 ２７９人日/年 ３０４人日/年

[要保護児童対策地域協議会による連携強化]

こども支援室 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値 別記 別記 別記 別記 別記

実績値 別記 別記 別記

基本設計・実施設計

施策展開の方向３

3-(1) 児童虐待の防止

　児童虐待の発生予防・早期発見・早期対応のため、関係機関の連携の強化や

児童相談所の設置に向けた取り組みを推進します。

■課題

■次年度の方向性

〈取り組みの内容（補足説明等を含む）〉
〇児童相談所の設置

「児童相談所の設置」に向け，令和３年６月に「（仮称）柏市子ども家庭総合支援センター基本計
画」，令和４年６月に「（仮称）柏市子ども・若者総合支援センター整備計画」を策定し，公表した。
設置にあたっては，子ども・若者への総合的な支援の拠点として施設を整備していく。また，人材育成
のため，令和４年度は児童相談所へ１３名職員を派遣した。

〇養育支援訪問事業
養育支援訪問（保健師，助産師，保育士の訪問支援）により養育知識への支援，ペアレントトレーニ

ング（心理職）で子どもへの適切な関わり方のプログラムの提供を行った。
養育支援が必要な要保護児童対策地域協議会に登録された児童がいる家庭に対し，保健師，助産師，

保育士，ホームヘルパーが居宅訪問し，専門的支援を行う。

〇要保護児童対策協議会による連携強化
要保護児童対策地域協議会を通して連携するとともに専門職の確保（社会福祉司，保健師，心理職）

とスーパーバイザーによる助言，同行支援を行った。
庁内外の関係機関の連携により，要保護児童，要支援児童，特定妊婦の支援，児童虐待防止啓発等を

行う。
【令和3年度及び令和4年度の実績】

・支援状況を確認する会議を毎月実施し，個別のケース会議を令和3年度は73回，令和4年度は114回
実施。

・要対協主催等の研修を令和3年度は5回，令和4年度は4回実施し，協議会の調整機関（事務局）を担

うこども支援室職員の関連研修の受講を実施。

・保育園，学校等の所属への定期的情報提供依頼を実施（令和3年度は160の所属に対し，延べ498人

の児童の見守りを依頼。令和4年度は179の所属に対し，482人の児童の見守りを依頼。）。

児童相談所の設置については，人材の確保育成のほか，具体的な組織や運営に係る検討。

養育支援訪問事業については，支援を受け入れない家庭に対する対応の検討。

要保護児童対策地域協議会による連携強化については，協議会の周知啓発及び支援が特定の機関に偏らな

いための方策の検討。
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一部順序逆⇒タッチの紹介がくるように

■次年度の方向性

■子ども・子育て会議での意見

児童相談所の設置については，施設整備のほか，育成や移管を見据えた職員派遣，運営体制の検討を推

進する。

養育支援事業は，必要と思われる家庭に対し受け入れのメリットを丁寧に説明し，受け入れを浸透させ

る。

要保護児童対策地域協議会については，関係機関へ協議会について直接説明する機会を作り，周知啓発

を図ることで各機関の役割を明確化し支援の分散を図る。
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[発達相談]
こども発達セン

ター
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値 ４２０人 ４２０人 ４２０人 ５４０人 ５４０人

実績値 ４８４人 ５３８人 ５７２人

[障害児通所支援]（児童発達支援・放課後等デイサービス）

障害福祉課 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値 １，０３３人 １，３７０人 １，５０４人 １，６３７人 次期計画で設定

実績値 １，１２６人 １，３７１人 １，５６４人

　障害のある子どもが健全に育ち、障害の有無によって分け隔てられることな

く、身近な地域で安心して生活できるようにするために、年齢や能力等に応じ

た適切な支援を行います。

施策展開の方向３

3-(2) 障害のある子どもへの支援

■課題

■次年度の方向性

〈取り組みの内容（補足説明等を含む）〉

■子ども・子育て会議での意見

感染状況の変化に合わせて対策を行い，面接実施枠の拡大やキャンセル枠の活用等により，相談数の増加

に取り組むとともに，児童発達支援事業所連絡会を開催し，情報の共有等を図った。

〇発達相談

こども発達センターでは，子どもの発達に関する相談を受け，必要に応じて集団や個別の支援を行ってい

る。

令和４年度の新規相談の面接実施は５７２件，集団支援利用実人数は６０９名，理学・作業・心理・言語の

専門職による個別支援利用実人数は８８１名となっている。その他，障害児等療育支援事業（委託）では，

外来療育相談を１９１回，幼稚園保育園等への巡回支援を２４７回実施した。また，年度末に実施した利用

者アンケートでは，相談前に比べ「不安や心配が解消した，軽減した」が約８５%，「児への理解が深まっ

た，少し深まった」が９３%，センター利用については「満足，やや満足」が９３%の評価を得ている。

増加する相談への対応や，民間児童発達支援センター等との連携による支援の充実が課題である。

児童相談所の機能を含めた「(仮称)柏市子ども・若者総合支援センター」の開設にあたっては，要保護

児童の家庭に障害等を抱えるケースが多いことから，相談対応の充実や関係機関と連携した切れ目のない

一貫した支援体制の構築に向けて検討を図る必要がある。

現行の事業に取組みながら，予定している「（仮称）柏市子ども・若者総合支援センター」の開設

に伴う相談窓口の一本化について検討を進める。

18



[生活・学習支援事業]　　※生活支援課との共同事業。対象学年を分けており，値はこども福祉課実施分

こども福祉課 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値 １１０人 １７５人 １７５人 １７５人 １７５人

実績値 ８３人 １０８人 ８５人

[就労支援事業]

こども福祉課 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値 ２７人 ２４人 ２２人 ２４人 ３０人

実績値 ２４人 ２０人 ２３人

[経済的支援事業]　※児童扶養手当の受給者数

こども福祉課 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値 ２，６００人 ２，５３０人 ２，４９３人 ２，３６８人 ２，３３２人

実績値 ２，５６９人 ２，５０４人 ２，４５２人

　ひとり親家庭が自立し、親子がともに安心して生活を営み、将来へ向かうこ

とができるよう、関係機関等の密接な連携のもと各種の支援策を進めます。

施策展開の方向３

3-(3) ひとり親家庭の自立支援

■課題

■次年度の方向性

〈取り組みの内容（補足説明等を含む）〉

■子ども・子育て会議での意見

〇生活・学習支援事業

児童扶養手当，生活保護等の受給者世帯である小４～中２のこどもを対象に，生活習慣及び基礎学力の向

上を目的とした事業。市内公共施設を利用して学習会を開催し，１０箇所１１会場で実施

〇就労支援事業

看護師，保育士等の資格取得のために，養成機関で修業している者に対し修業期間中の生活費として一定

額を毎月支給。支給金額は課税世帯は70,500円，非課税世帯は100,000円。

〇生活・学習支援事業

開始時間の設定，中学生の学習指導，関係各課との連携

〇就労支援事業

資格取得希望者への積極的な周知

〇生活・学習支援事業

中学生の学習支援の課題について，民間塾を活用した学習支援事業を実施する生活支援課との共同

事業であり，中学２年生は当課事業と生活支援課事業（民間塾）が選択できるようにする。
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[柏市子どもの貧困対策推進計画の推進]

こども福祉課 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値 次期計画策定

実績値 計画の実施 計画の実施 計画の実施

[外国につながるこどもへの支援]

子育て支援課 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

計画値
実績値 施策検討

施策展開の方向３

3-(4) さまざまな環境にある子どもへの支援

外国につながる子どもの実情把握，施策検討・実施。外国人等に関する各機関との情報共有

　貧困の状況にある子どもや外国につながる子どもなど、生まれ育った環境に

左右されることなく子どもが健やかに育つ環境づくりを進めます。

柏市子どもの貧困対策推進
コロナ禍における緊急施策

の検討・実施

■課題

■次年度の方向性

〈取り組みの内容（補足説明等を含む）〉

■子ども・子育て会議での意見

〇柏市子どもの貧困対策推進計画の推進

令和４年度から第2期計画を推進する予定であったが，新型コロナウイルス感染症の影響で長期的な計画

の策定が困難であること，本計画と国の「子供の貧困対策に関する大綱」及び「千葉県子どもの貧困対

策推進計画」との改訂時期が異なっていることから計画の策定は見送っている。

〇外国につながるこどもへの支援

新型コロナウイルス感染防止のために，利用者支援事業を実施しているはぐはぐひろば沼南・若柴とも

予約制となっていたため，外国につながる親子が利用しにくい状況となっていた。

〇柏市子どもの貧困対策推進計画の推進

令和５年度のこども家庭庁に創設に伴い，こども基本法が施行された。法律では国はこども大綱を定める

ものとし，本大綱では「少子化社会対策大綱」「子供・若者育成支援推進大綱」「子供の貧困対策に関す

る大綱」を一元化するとしており，それらを踏まえ計画を策定する必要がある。

〇外国につながるこどもへの支援

はぐはぐひろば沼南・若柴とも予約制が終了したが，外国につながる親子にその旨を周知する方法を検討

する必要がある。

〇柏市子どもの貧困対策推進計画の推進

柏市における貧困状況に関する実態調査を実施予定。

〇外国につながるこどもへの支援

はぐはぐひろば沼南・若柴に限らず，子育て支援事業等について，外国につながる親子に周知する方法

を検討する。
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